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平成２９年度函館市健全化判断比率および資金不足比率

審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および第２２

条第１項の規定により審査に付された各比率ならびにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を審査したので、次のとおり意見を提出します。
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平成２９年度函館市健全化判断比率
および資金不足比率審査意見

１ 審 査 の 対 象

平成２９年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率（以下「健全

化判断比率」という。）および資金不足比率ならびにそれらの算定の基礎となる事項を記載した

書類

２ 審 査 の 期 間

平成３０年７月９日から平成３０年８月１６日まで

３ 審 査 の 方 法

審査にあたっては、健全化判断比率および資金不足比率の算定が関係法令に従って適正に行わ

れているか、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて、都市監

査基準に基づき、決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等との照合を行い審査

した。

４ 審 査 の 結 果

審査に付された健全化判断比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも適正に作成されていると認められた。

(１) 健全化判断比率

平成２９年度の健全化判断比率は、次のとおりである。

（単位：％）

平成２９年度
決　　　　算

早期健全化
基 準

財 政 再 生
基 準

① 実 質 赤 字 比 率 － 011.25 20

② 連 結 実 質 赤 字 比 率 － 016.25 30

③ 実 質 公 債 費 比 率 7.9 025.00 35

④ 将 来 負 担 比 率 61.1 350.00

区　　　　　分
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① 実質赤字比率

当年度の実質赤字比率は、前年度に引き続き発生していない。

また、前年度と比較すると一般会計決算において黒字が減少したことなどから、算定式に基づ

く実質赤字比率は、下記表のとおり△１．４９％となり０．６５ポイント低下している。

② 連結実質赤字比率

当年度の連結実質赤字比率は、前年度に引き続き発生していない。

また、前年度と比較すると累積赤字のあった国民健康保険事業特別会計と自転車競走事業特別

会計において黒字となったものの、病院事業会計において資金不足額が増加したことなどから、

連結の実質収支は黒字が減少し、算定式に基づく連結実質赤字比率は、下記表のとおり

△６．４７％となり０．７９ポイント低下している。

対前年度比較 対前年度比較

％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％

 算定式に基づく

 ※　比率（％）の△表示は黒字を表している。

平成２７年度

実 質 赤 字 比 率 － － － － －

区　　分
平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

(1.11)(△2.14) (△3.25)(0.65)比 率 (△1.49)
赤 字

実 質
黒 字

対前年度比較 対前年度比較

％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％

 算定式に基づく

 ※　比率（％）の△表示は黒字を表している。

平成２７年度

連結実質赤字比率

区　　分
平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

－－－ － －

(△6.65)連結実質
黒 字

比 率
赤 字

(△6.47) (0.79) (△7.26) (△0.61)
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③ 実質公債費比率

当年度の実質公債費比率は７．９％であり、早期健全化基準の２５％を下回っている。

実質公債費比率は、健全化法の規定により過去３か年の単年度実質公債費比率の平均により算

出することとなっており、前年度と比較すると下記表のとおり０．４ポイント悪化している。

また、平成２９年度単年度では、公営企業債の元利償還金に対する繰入金の増により準元利償

還金が増加したことなどから８．１％となり、前年度の単年度比率７．７％と比較すると０．４

ポイント悪化している。

対前年度比較 対前年度比較

％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％

7.9 0.4 7.5 △0.2 7.7

平成２７年度

実 質 公 債 費 比 率

区　　分
平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

7.7
7.5

7.9

7.0
6.8

9.1

8.6

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

％
実質公債費比率の状況
（早期健全化基準２５％）

函館市 中核市 道内８市

【実質公債費比率の算出】 （単位：％）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

7.2 7.9 7.7 8.1（ 単 年 度 実 質 公 債 費 比 率 ）

区　　分

平成２８年度実質公債費比率
（ ３ か 年 平 均 ）

平成２９年度実質公債費比率

7.5

7.9
（ ３ か 年 平 均 ）



- 4 -

④ 将来負担比率

当年度の将来負担比率は６１．１％であり、早期健全化基準の３５０％を下回っている。

また、前年度と比較すると一般会計等に係る地方債残高や公営企業債の元金償還金に対する一

般会計からの負担等見込額の減などにより将来負担額が減少したことなどから、下記表のとおり

１．８ポイント改善している。

対前年度比較 対前年度比較

％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％

61.1 △1.8 62.9 △4.4 67.3

区　　分
平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度

平成２７年度

将 来 負 担 比 率

67.3

62.9

61.1
63.5

63.4

89.1
89.0

60.0

70.0

80.0

90.0

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

％

将来負担比率の状況
（早期健全化基準３５０％）

函館市 中核市 道内８市
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(２) 資金不足比率

当年度の資金不足比率は下記表のとおりであり、病院事業会計において、前年度に引き続き

資金不足額を生じたことから１８．３％となっているが、健全化法に規定する経営健全化基準の

２０％を下回っている。

また、他の会計においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

なお、平成２６年度の地方公営企業会計基準の見直しに伴い、資金不足比率の算定にあたっ

ての算入を猶予されていた引当金等については、経過措置が終了したため、当年度から算入し

ている。

５ 審 査 意 見

(１) 健全化判断比率

特に問題となる点は認められなかった。

(２) 資金不足比率

病院事業会計を除く５事業会計については、資金不足比率が発生していないため、特に問題

となる点は認められなかった。

病院事業会計については、健全化法に規定する資金不足比率が１８．３％となり、財政健全

化計画を要する経営健全化基準の２０％を下回ってはいるものの、地方財政法（昭和２３年法

律第１０９号）に規定する資金不足額が、企業債の発行に許可を要することとなる額を上回っ

ていることから、病院事業の経営は非常に厳しいと思料される。

したがって、今後の事業運営にあたっては、平成２９年３月に策定した「（新）函館市病院事

業改革プラン」に定める業務量および経営収支と実績の乖離について、原因を直ちに分析し、

取組を改善していく必要があり、そのためには全職員が経営感覚を持って、さらなる経営の効

率化・合理化に努め、早期の経営健全化を図られるよう要望する。

（単位：％）

平成２９年度
決　　　　算

平成２８年度
決　　　　算

経営健全化
基　　　準

① 地方卸売市場事業特別会計 － －

② 発 電 事 業 特 別 会 計 － －

③ 水 道 事 業 会 計 － －

④ 公 共 下 水 道 事 業 会 計 － －

⑤ 交 通 事 業 会 計 － －

⑥ 病 院 事 業 会 計 18.3 8.8

20

区　　　　　分
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１ 健全化判断比率

① 実質赤字比率

普通会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

※ 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化

し財政運営の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど赤字の解消に長期間を要

することとなる。

当年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であったため、マイナス1.49％となっており、実

質赤字比率は発生していない。

Ａ
実質赤字比率 ＝

Ｂ

Ａ＝一般会計等の実質赤字額

：一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

Ｂ＝標準財政規模：標準税収入額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額

【平成２９年度】

Ａ：△1,059,945 千円
＝ △1.49％（黒字）

Ｂ： 70,806,025 千円

Ａ（一般会計等の実質赤字額）の内訳 （単位：千円）

歳 入 総 額 歳 出 総 額 翌年度繰越財源 実 質 赤 字 額

ａ ｂ ｃ ｄ=(ｂ+ｃ)-ａ

一 般 会 計 139,658,143 138,625,606 9,762 △1,022,775

港 湾 事 業 特 別 会 計 3,687,514 3,651,965 － △35,549

奨 学 資 金 特 別 会 計 34,588 34,317 － △271

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 167,990 70,092 96,548 △1,350

合 計 143,548,235 142,381,980 106,310 △1,059,945

 ※　△表示は黒字

会    計    名

Ｂ（標準財政規模）の内訳 （単位：千円）

区 分 金　　額

標準税収入額等 35,121,647

普通交付税額 31,351,922

臨時財政対策債発行可能額 4,332,456

合 計 70,806,025
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② 連結実質赤字比率

普通会計および公営事業会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

※ 地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し財政運営の深刻度を示すものであ

り、この比率が高くなるほどその解消期間も長期にわたるおそれがある。

なお、公営企業の赤字を計算する場合には、資金不足額から解消可能資金不足額を

差し引くこととなる。

当年度の連結実質赤字比率は、実質収支が黒字であったため、マイナス6.47％となっており、

連結実質赤字比率は発生していない。

Ｃ
連結実質赤字比率 ＝

Ｂ

Ｃ＝連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ：一般会計および公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会

計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ：公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ：一般会計および公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒

字の合計額

ニ：公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

Ｂ＝標準財政規模

【平成２９年度】

Ｃ：△4,584,511 千円
＝ △6.47％（黒字）

Ｂ： 70,806,025 千円
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Ｃ（連結実質赤字額）の内訳 （単位：千円）

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 総 額 歳 出 総 額 翌年度繰越財源 実質赤字額

（イ・ハ） ａ ｂ ｃ (ｂ+ｃ)-ａ

一 般 会 計 139,658,143 138,625,606 9,762 △1,022,775

港 湾 事 業 特 別 会 計 3,687,514 3,651,965 － △35,549

奨 学 資 金 特 別 会 計 34,588 34,317 － △271

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 167,990 70,092 96,548 △1,350

小 計 143,548,235 142,381,980 106,310 △1,059,945

国民健康保険事業特別会計 36,983,037 36,139,500 － △843,537

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 14,571,371 14,566,344 － △5,027

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 28,080,277 27,637,995 － △442,282

後期高齢者医療事業特別会計 3,994,846 3,896,685 － △98,161

合 計 ① 227,177,766 224,622,504 106,310 △2,448,952

　

企業会計（法適・法非適） 流動負債(控除後) 流動資産または 解消可能資金 資金不足額

（ロ・ニ） または歳出額　ａ 歳入額　　　ｂ 不足額　　ｃ ａ-ｂ-ｃ

地方卸売市場事業特別会計 401,009 407,569 － △6,560

発 電 事 業 特 別 会 計 5,218 6,019 － △801

水 道 事 業 会 計 611,204 3,424,802 － △2,813,598

公 共 下 水 道 事 業 会 計 1,135,166 3,236,333 － △2,101,167

交 通 事 業 会 計 263,011 649,740 － △386,729

病 院 事 業 会 計 6,422,981 3,249,685 － 3,173,296

合 計 ② 8,838,589 10,974,148 － △2,135,559

 ※１　△表示は黒字

合計 ①＋② △4,584,511   ２　法適用企業の流動負債は控除企業債等を控除後の金額
　　 であり、その内訳については9ページを参照のこと。
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③ 実質公債費比率

普通会計、公営事業会計および一部事務組合・広域連合の実質的な債務（元利償還金と準元

利償還金の合計額）の標準財政規模に対する比率

※ 借入金の返済額およびこれらに準ずる額の大きさを指標化し資金繰りの危険度を示

すもので、この比率が高まるほど財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと赤

字団体になる可能性が高まる。

当年度の実質公債費比率は7.9％であり、早期健全化基準25％を下回っている。

（Ｄ＋Ｅ）－（Ｆ＋Ｇ）
実質公債費比率 ＝ の３か年平均

Ｂ－Ｇ

Ｄ＝地方債の元利償還金

Ｅ＝準元利償還金：イからホまでの合計額

イ：満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合

における１年当たりの元金償還金相当額

ロ：一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の

財源に充てたと認められるもの

ハ：組合・地方開発事業団（以下「組合等」という。）への負担金・補助金のうち、組

合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

ニ：債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ：一時借入金の利子

Ｆ＝特定財源

Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

Ｂ＝標準財政規模

【平成２９年度（単年度）】

（単位：千円）

（Ｄ：15,480,397＋Ｅ：3,149,786）－（Ｆ：2,722,404＋Ｇ：11,052,792）
＝ 8.1％

Ｂ：70,806,025 － Ｇ：11,052,792

【実質公債費比率の３か年平均】 （単位：％）

平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度
（ 単 年 度 ） （ 単 年 度 ） （ 単 年 度 ）

7.9 7.7 8.1 7.9

３ か 年 平 均
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Ｅ（準元利償還金）の内訳 （単位：千円）

区 分 金　 額

イ －

水道事業会計 59,255

公共下水道事業会計 1,303,424

交通事業会計 43,479

病院事業会計 1,492,843

地方卸売市場事業特別会計 63,611

ハ －

土地購入分（第２次臨空工業団地） 108,584

ニ 186,081 物品購入費（車両割賦購入費ほか） 77,278

その他（利子補給費） 219

ホ 1,093 一時借入金の利子 1,093

合 計 3,149,786

内　　　　　　　　　　　訳

ロ 2,962,612

Ｆ（特定財源）の内訳 （単位：千円）

区 分 金　　額

地方債を財源とする貸付金に係る貸付金収入 75,038

公営住宅使用料 250,062

都市計画税 2,397,304

合 計 2,722,404
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④ 将来負担比率

出資法人等を含めた全会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率

※ 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負

担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する懸念が高いかどうかを

示すもので、この比率が高いほど今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能

性が高まる。

当年度の将来負担比率は61.1％であり、早期健全化基準350％を下回っている。

Ｈ－（Ｉ＋Ｊ＋Ｋ）
将来負担比率 ＝

Ｂ－Ｇ

Ｈ＝将来負担額：イからチまでの合計額

イ：一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ：債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

ハ：一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

ニ：当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ：退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち一般会計等の負担見込額

へ：地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している

場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負

担見込額

ト：連結実質赤字額

チ：組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

Ｉ＝充当可能基金額：上記イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241

条の基金（ただし、合併特例債で造成された地域振興基金を除く。）

Ｊ＝特定財源見込額

Ｋ＝地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額

Ｂ＝標準財政規模

Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

【平成２９年度】

（単位：千円）

Ｈ：191,415,102 －（Ｉ：10,290,174＋Ｊ：23,763,738＋Ｋ：120,831,246）
＝ 61.1％

Ｂ：70,806,025 － Ｇ：11,052,792
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Ｈ（将来負担額）の内訳 （単位：千円）

区分 金　額

イ 141,985,856 一般会計等の地方債現在高 141,985,856

依頼土地の買い戻しに係るもの 252,884

社会福祉法人の施設建設費に係るもの 1,195,162

水道事業会計 921,328

公共下水道事業会計 15,424,491

交通事業会計 398,409

病院事業会計 11,070,819

地方卸売市場事業特別会計 295,367

ニ 1,991,078 函館圏公立大学広域連合分 1,991,078

ホ 16,202,786 退職手当支給予定額 16,202,786

ヘ 1,676,922 土地開発公社分 1,676,922

ト － 連結実質赤字額

チ － 組合等の連結実質赤字相当額のうち一般会計等の負担見込額

合計 191,415,102

内　　　　　　　　　　　訳

ロ 1,448,046

ハ 28,110,414
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２ 資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

※ 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化

し経営状況の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど料金収入で資金不足を解消

することが難しくなる。

当年度の資金不足比率は、病院事業会計で18.3％となっているが、経営健全化基準の20％を下

回っており、他の会計では発生していない。

Ｌ
資金不足比率＝

Ｍ

Ｌ＝資金の不足額：

資金不足額（法適用企業）＝（流動負債－控除企業債等＋建設改良費等以外の経費の財源

に充てるために起こした地方債現在高－流動資産）－解消可

能資金不足額

資金不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等

以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高）

－解消可能資金不足額

Ｍ＝事業の規模：

事業規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額

事業規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収

入の額
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【各会計の資金不足比率】

流動負債(控
除後)または
歳 出 額

流 動 資 産
ま た は
歳 出 額

解 消 可 能
資金不足額

資金不足額
事 業 規 模
(営業収益)

資 金 不 足
比 率

ａ ｂ ｃ Ｌ=ａ-ｂ-ｃ Ｍ Ｌ／Ｍ

地方卸売市場事業特別会計 401,009 407,569 － △6,560 138,699 －

発 電 事 業 特 別 会 計 5,218 6,019 － △801 3,678 －

水 道 事 業 会 計 611,204 3,424,802 － △2,813,598 4,485,793 －

公 共 下 水 道 事 業 会 計 1,135,166 3,236,333 － △2,101,167 5,474,995 －

交 通 事 業 会 計 263,011 649,740 － △386,729 1,031,167 －

病 院 事 業 会 計 6,422,981 3,249,685 － 3,173,296 17,306,263 18.3％

 ※１　△表示は黒字

（単位：千円）

企　業　会　計
(法適・法非適)

 　２　法適用企業の流動負債は控除企業債等を控除後の金額である。

【法適用企業の流動負債（控除後）の再掲】 （単位：千円）

流 動 負 債 控除企業債等 流動負債(控除後)

ａ ｂ ａ-ｂ

水 道 事 業 会 計 1,864,749 1,253,545 611,204

公 共 下 水 道 事 業 会 計 5,308,284 4,173,118 1,135,166

交 通 事 業 会 計 414,699 151,688 263,011

病 院 事 業 会 計 8,516,150 2,093,169 6,422,981

 ※　控除企業債等は、建設改良費等に充てるための企業債である。

会 計 名



３　健全化判断比率の状況（平成28年度決算）

　①　中核市の状況 （単位：％）

順位 順位 順位 順位

函 館 市 19 7.5 19 62.9

旭 川 市 20 7.4 9 93.5

青 森 市 2 14.6 6 110.7

八 戸 市 9 10.7 3 126.7

盛 岡 市 12 9.6 15 68.6

秋 田 市 10 10.6 11 87.0

郡 山 市 31 5.1

い わ き 市 13 9.4 28 32.1

宇 都 宮 市 35 4.4 37 7.5

前 橋 市 16 8.3 18 64.6

高 崎 市 27 6.1 29 31.0

川 越 市 30 5.4 17 66.6

越 谷 市 18 7.6 22 49.9

船 橋 市 45 △ 0.1

柏 市 37 4.3

八 王 子 市 47 △ 0.6

横 須 賀 市 24 6.4 23 49.0

富 山 市 5 12.9 4 123.2

金 沢 市 17 7.9 16 68.4

長 野 市 43 2.1 27 33.8

岐 阜 市 34 4.6

豊 橋 市 29 5.5 24 48.0

岡 崎 市 48 △ 1.4

豊 田 市 38 3.9

大 津 市 35 4.4 33 18.9

豊 中 市 24 6.4 35 8.8

高 槻 市 44 0.3

枚 方 市 45 △ 0.1

東 大 阪 市 32 4.7 36 8.5

姫 路 市 32 4.7 38 0.7

尼 崎 市 3 13.9 5 112.3

西 宮 市 38 3.9 30 29.1

奈 良 市 4 13.1 1 166.1

和 歌 山 市 7 11.6 7 108.4

倉 敷 市 26 6.3 25 42.6

呉 市 8 11.3 10 91.0

福 山 市 41 3.3

下 関 市 11 9.9 8 93.8

高 松 市 14 9.0 14 69.9

松 山 市 21 6.7 20 59.5

高 知 市 1 14.9 2 162.6

久 留 米 市 40 3.6 32 20.4

長 崎 市 23 6.5 13 77.9

佐 世 保 市 21 6.7 34 16.6

大 分 市 27 6.1 26 36.6

宮 崎 市 15 8.8 21 55.9

鹿 児 島 市 42 3.2 31 24.2

那 覇 市 6 12.8 12 81.8

中 核 市 平 均 値 6.8 63.4

都道府県平均値 11.9 173.4

市区町村平均値 6.9 34.5

※ 1　総務省（自治財政局）報道資料による。（中核市は平成29年4月1日現在。）

※ 2　①実質赤字比率および②連結実質赤字比率は、全中核市において発生していない。

※ 3　中核市の平均値は、単純平均のため総務省報道資料の平均値とは一致しない。

※ 4　順位は比率の数値が高い順である。

（早期健全化基準）
（ 350％ ）

区 分

健 全 化 判 断 比 率

① 実質赤字比率 ② 連結実質赤字比率 ③ 実質公債費比率 ④ 将来負担比率

（早期健全化基準）
（ 11.25～15％ ）

（早期健全化基準）
（ 16.25～20％ ）

（早期健全化基準）
（ 25％ ）
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　②　道内主要都市８市の状況 （単位：％）

順位 順位 順位 順位

函 館 市 － － － － 6 7.5 6 62.9

旭 川 市 － － － － 7 7.4 4 93.5

小 樽 市 － － － － 5 8.3 7 61.7

室 蘭 市 － － － － 2 10.1 8 58.2

釧 路 市 － － － － 1 11.1 3 111.5

帯 広 市 － － － － 4 8.5 2 112.0

北 見 市 － － － － 3 10.0 1 138.8

苫 小 牧 市 － － － － 8 6.1 5 73.7

平 均 値 8.6 89.0

※ 1　①実質赤字比率および②連結実質赤字比率は、８市において発生していない。

※ 2　順位は比率の数値が高い順である。

区 分

健 全 化 判 断 比 率

① 実質赤字比率 ② 連結実質赤字比率 ③ 実質公債費比率 ④ 将来負担比率

（早期健全化基準）
（ 11.25～12.20％ ）

（早期健全化基準）
（ 16.25～17.20％ ）

（早期健全化基準）
（ 25％ ）

（早期健全化基準）
（ 350％ ）
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４　資金不足比率の状況（平成28年度決算）

　①　中核市の状況 （単位：千円、％）

資金不足比率

（経営健全化基準）
（ 20％ ）

函 館 市 病院事業会計 1,464,746 8.8 2.1

青 森 市 自動車運送事業会計 73,079 3.8 0.1

青 森 市 病院事業会計 799,084 7.8 1.2

西 宮 市 病院事業会計 23,102 0.5 0.0

和 歌 山 市 土地造成事業特別会計 975,798 12.3 1.2

下 関 市 臨海土地造成事業特別会計 1,966,444 38.3 2.9

高 知 市 国民宿舎運営事業特別会計 602,019 235.2 0.8

※　資金不足額が発生している公営企業会計のみ

　②　道内主要都市８市の状況 （単位：千円、％）

資金不足比率

（経営健全化基準）
（ 20％ ）

函 館 市 病院事業会計 1,464,746 8.8

旭 川 市 　－ － －

小 樽 市 　－ － －

室 蘭 市 　－ － －

釧 路 市 釧路市設魚揚場事業会計 495,830 613.2

帯 広 市 　－ － －

北 見 市 　－ － －

苫 小 牧 市 市立病院事業会計 409,340 4.4

区　　　分
会　　計　　名 資 金 不 足 額

区　  　分

資 金 不 足 比 率

会　　計　　名 資 金 不 足 額 標準財政規模比

資　　　金　　　不　　　足　　　比　　　率
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５ 審査資料の用語説明

用 語 説 明

普 通 会 計 地方財政状況調査において統一的に用いられる会計区分であり、

一般会計と公営事業会計以外の特別会計を統合し、会計間の重複等

を控除して一つの会計として集計したものをいう。

標 準 財 政 規 模 基準財政収入額の算定の対象とされた標準税収入総額と普通交付税

の合計額である。

なお、地方財政状況調査（決算統計）における標準財政規模は、標

準税収入額と普通交付税を加算した額である。

また、健全化判断比率を算出する際の「標準財政規模」は、地方財

政状況調査（決算統計）における標準財政規模と臨時財政対策債発行

可能額の合計額である。

標 準 税 収 入 額 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般

財源の額をいう。

臨 時 財 政 対 策 債 地方公共団体の一般財源の不足を補てんするため、地方財政法第５
発 行 可 能 額

条の特例として投資的経費以外の経費にも充てるために発行される地

方債で普通交付税の算定額と実交付額の差額である。

解消可能資金不足額 路面交通事業を営む軌道事業などの経営にあたっては、多額の資本

投入を必要とすることから、資金不足を一定期間生じる場合が多く見

受けられる。

しかしながら、減価償却費を除いた経常損益で利益が生じている場

合、長期的にはその利益をもってその資金不足を解消することが可能

と見込まれている。

解消可能資金不足額は、これらの考え方に基づき、資金不足額に含

まれている解消可能資金不足額を当該事業における施設等の残存耐用

年数相当期間内に計画的に解消可能な額を客観的に算定した額をい

う。

基 準 財 政 需 要 額 普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合理的かつ妥

当な水準における行政を行うためなどの財政需要を一定の方法によ

って合理的に算定した額をいう。


